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◇我々の立ち位置 

 
図 モーダルシフトの全体フロー 

 
出典）ロジスティクス源流管理マニュアル（Ver.2） 

～モーダルシフト推進チェックシート・資料集～ 2006年３月15日 

（社）日本ロジスティクスシステム協会 ロジスティクス環境会議 源流管理による環境改善委員会 p.3 図表２ 
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既存情報の整理 
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対象輸送ルート抽出 P - 3 

輸送機関の選択① P - 4 

その他留意事項の確認 
第一次取組案策定 

P - 5 

輸送機関の選択② P - 6 
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◇想定される問題点と解決策（例） 

 
表 想定される問題点と解決策（例） 

 問 題 点 解 決 策 

＜時間面＞ 

○現状よりも合計輸送時間が増大 

○現状よりも出発時間を早める必要有り 

○現状よりも到着時間が遅くなる 

 

◇生産工程や受注締め時間を早める 

◇輸送事業者と調整する 

◇顧客と調整する 

＜コスト面＞ 

○現状よりもトータルコストが増大 

 

◇コンテナ等の積載率を高める 

◇他の貨物も集約し、スケールメリットで単

価を下げる 

＜品質面＞ 

○天候の不順や事故等で欠航・遅延の可能性

が高くなる 

○振動や荷役の衝撃等が大きい 

 

◇在庫調整 

◇代替輸送手段、体制の確保 

◇容器や梱包材等の開発や改善 

制

約

条

件 

＜その他＞ 

○適正なコンテナ等の容器がない（温度管理

が可能なリーファー、大型コンテナ、小型

コンテナ等） 

○ロットが小さいため積載率が低い 

 

◇リース業者等に相談 

◇自社で購入 

 

◇共同輸送（パートナー探し） 

＜時間面＞ 

○納期は変更不可 

○出荷時間は変更不可 

○鉄道や内航海運の輸送時間が変更不可 

 

◇出荷時間を早める 

◇受注締切時間を早める 

◇出荷時間を早める 

＜コスト面＞ 

○トータルコストは現状以下 

○トータルコストは X 割増まで可能 

 

◇コンテナ等の積載率を高める 

◇他の貨物も集約し、スケールメリットで単

価を下げる 

＜品質面＞ 

○Y 以上の振動（衝撃）は不可 

○Z℃未満の冷凍（冷蔵）輸送 

 

◇梱包方法や梱包材の変更 

◇容器や機器の確保 

前

提

条

件 

＜その他＞ 

○適正なロットに応じたコンテナ等の容器

の確保 

 

◇リース業者等に相談 

◇自社で購入・製作 

出典）ロジスティクス源流管理マニュアル（Ver.2） 

～モーダルシフト推進チェックシート・資料集～ 2006 年３月 15 日 

（社）日本ロジスティクスシステム協会 ロジスティクス環境会議 源流管理による環境改善委員会 

p.12 図表８ を一部修正 



【記入にあたってのお願い】
①「課題_具体的な内容」については、鉄道輸送もしくは内航船舶輸送を実施するにあたり、御社において課題となったこと（現在検討中の企業様におかれては、現状の課題）を、具体的に、お教えください。
②「荷主企業の解決方策」については、上の課題を、社内的に、いかにして解決したか（現在検討中の企業様におかれては、検討中の解決策）について、具体的に、お教えください
③「関係する他社への提案、提言など」については、上の課題を解決するために他社に働きかけたことを、具体的に、お教えください。
　特に、民間企業同士の調整ではモーダルシフトが困難とお考えの課題については、行政に対して提言したい事項をお教えください。

項　目 具体的な内容 利用運送事業者 JR貨物、船会社 行  政
①輸送枠の確保

②コスト

③ダイア（設定曜日・時間帯、運行頻度等）

④リードタイム（鉄道/船舶の所要時間、
ターミナルまで/からの所要時間、ターミ
ナルでの荷役時間）

⑤インフラ（貨物駅、路線、橋梁、トンネ
ル、港湾等）

⑥障害時の対応

⑦輸送品質

⑧輸送容器（コンテナ等）

⑨モーダルシフトの効果測定

⑩その他

関係する他社への提案、提言など荷主企業の解決方策
（検討中のものでも可）

課　題

表　鉄道・船舶へのモーダルシフト推進にあたっての課題と実現のための具体策
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項　目 属　性 具体的な内容 利用運送事業者 JR貨物 行  政
①輸送枠の確保

荷主

・安定的な輸送の確保（豊田→岩手）
→貨物列車輸送枠の確保

定時定量輸送実現のため、専用列車導入
→１列車＝２０両編成３１ｆｔ４０本積載
（全輸送量の１／３、２／３は海上輸送）

物量変動時の増減対応
→追加輸送枠の手配・確保

今後の能増対応検討
（路線、量など増便計画）

今後の貨車輸送政策

荷主

船舶（ﾌｪﾘｰ・RORO）は比較的問題ないが、
鉄道は生産／販売の波で輸送枠に穴が
開いたり、足りなかったりで、モーダルシフ
ト率向上を目標にする場合の障害となる。
枠どりとその消化がコストにも影響する。

前倒し可能なもので枠を埋められるものは埋
める。それでも消席率が悪い場合は止むを得
ず枠を手放す。（諦めることで他社に有効活
用されれば世の中的には貢献したことにな
る？）

鉄道の場合、利用運送事業者が
保有する路線別枠の消席率の
フィードバック。日別、荷主別の
Booking状況分析。これらによる
枠を埋めるための努力。例えば
傾向を見て、Ａ社枠に余裕があ
りそうな場合Ｂ社貨物を取り込む
用意をする等。

鉄道の場合、路線別、列車別の
消席率のフィードバック。船舶に
関しては現在特に問題を感じて
いないが、同様に船腹の消席率
のフィードバック。

荷主

・出荷、着荷時刻に合せた輸送枠の確保
ができない

・ＪＲ貨物の輸送枠を確保するため、出荷貨
物の物量を事前に調整した

・輸送枠の空状況を前広に提供
して頂いた

・ＪＲ貨物には、利用運送事業者
と組んで頂き、優先的に利用でき
るよう働きかけを行うこと

利用

物量変動に応じた輸送枠確保ができない ― 物量情報の前広な提供 物量変動に応じた輸送枠の確保
を依頼

―

利用

隘路区間の輸送力不足が解消されない。
（名古屋→東京・梅田→東京、関西→九州
など）

迂回ルート、別輸送枠へのシフト
荷主に輸送日数の猶予を頂く
ＪＲ貨物に輸送枠調整を依頼する。

主要線区・主要区間の輸送枠増
強

②コスト

荷主

・競合輸送手段（船＋トラック）と
　同等もしくはそれ以下

①コンテナ改善（容量アップ）
②積み下し作業改善（工数短縮）
③ｺﾝﾃﾅ置場、作業手順の設定
④トラック輸送距離の短縮（発駅変更）
（浜松西→名古屋南駅）

競合輸送モードとの優位性の拡
大（トータルコスト）
容器、作業コスト等の低減

コスト削減の推進
（建設コスト、運営コスト、作業コ
スト．．．）

同上

荷主

・コストダウンにならない（着駅からのトラッ
ク輸送距離が長いところは運賃がアップす
る）
・モーダルシフト推進指導後に船主・フレー
トライナーからの値上げ要請が相次いでお
り、コストアップとなってしまう。

往復輸送、定期輸送を検討中
積載量アップを検討中

ＪＲ貨物の価格が強気で交渉が
以前よりしにくいと聞いている

グリーン物流での個別補助も良い
が、モーダルシフトの手段である
レール・船舶に補助を出して荷主側
がもっと歩み寄れるような提案・指
導が出来ないか。

荷主

トラックと比較して１パレットあたりの輸送
費が高くなるルートが多い

定量発注による値引き価格の適用 コスト低減方法についての具体
策検討

物量やルート毎の割引価格の設
定

鉄道利用に対する補助

荷主

トレーラー輸送からJRへの切替を検討して
いるが、輸送距離が700km以上でもｺｽﾄ競
争力がない。

JR、通運、荷主でトレーラ運賃に近づけるた
めの共同検討。
31FTｺﾝﾃﾅで往復輸送貨物の確保。

集荷、配達を通運から切り離し、
一般区域輸送にできないかを協
議。

日程に余裕のあるもの（空きｽ
ﾍﾟｰｽが使えるもの）は格安料金
設定ができないか。

荷主

輸送枠とも絡むが、どこまで保証できるか
でコストが決まる。また、買手市場から売手
市場に移行するとコストが上がる等、止む
を得ないが、使う方としては困惑する。
船舶も原油価格値上げによりコストが上
がっているが、トラックががんばって（しまっ
て）いる分、割高感が出てきている。

積載効率を良くするなど、輸送効率を上げ、
物品あたり単価を下げる努力をする。
また、発地物流センターを鉄道駅の近隣にな
るよう在庫配置を見直し、コストを下げる。
それでもトラックとの比較でコストが敵わない
ものは使わない。
利用後の値上げに関しては、許容範囲なら
諦め了解するが、範囲を超える場合は利用
を止める。

①と同様、輸送枠が最大限活用
できればコストには効いてくる筈
なのでその点の努力の可能性
はないのかの引き続き検討。ま
た、鉄道の場合、集配部分での
コストダウンの可能性（例えば既
にやっているかもしれないが、３
個積みﾄﾚｰﾗにより複数荷主分を
巡回集配する等）の追求。

需給（市場原理）により、運賃が
上下するのはある程度止むを得
ないが、先行者利益はある程度
確保したい。空き枠の利用に関し
ては、正規利用している顧客との
運賃格差が出るのは不公平だと
は思うが、原価割れさえしていな
ければ空で運ぶよりはメリットあ
り、という料金設定にて運用が出
来るような仕組み作りが出来れ
ば良いのでは。

コスト削減に寄与するような行
政支援、規制緩和。鉄道利用や
船舶利用に関し、実証実験レベ
ルではなく、構造的に補助が出
るような仕組み作り。また、例え
ばよく言われている、RORO船
用シャーシに課せられている一
般車輌並みの各種規制の見直
し等の規制緩和。

表　鉄道へのモーダルシフト推進にあたっての課題と実現のための具体策

課　題 荷主企業/利用運送事業者の解決方策
（検討中のものでも可）

今後の課題、関係する他社への提案、提言など
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項　目 属　性 具体的な内容 利用運送事業者 JR貨物 行  政
②コスト【つづき】

荷主

・トラック輸送とのコスト差の問題有り（積み
側での輸送・集荷・バンニング、降ろし側で
の保管・配送　等、鉄道輸送に伴う増コスト
有り）
・結局、トラック輸送がコスト安の範囲が多
く、鉄道輸送化が進まない

・モーダルシフト化を促進出来る様な、一貫で
の料金体系化

・同左

荷主

・トラック輸送時に比べて、前後のトラック
輸送料金が加わるために高くなる

・ＪＲ貨物、利用運送事業者からの詳細情報
を頂き検討した

・ＪＲ及びフェリーコストとトラック
輸送コストを別けて提示して頂い
た

･ＪＲ及びフェリーの輸送コストを
　前広に把握すること

利用

トラック輸送の運賃に対し、高くなるケース
がある。

― ― トラック並みの運賃設定 ―

利用

モーダルシフトする場合、荷主にとっては、
現行輸送手段であるトラック・船運賃が基
準となり、鉄道にシフトしてコストが上がる
ようでは利用してもらえない場合が多い。

荷主・案件ごとに個別に見積りを作成する。
集荷配達料金の検討・ＪＲ貨物に運賃検討依
頼。

燃料高騰などによる、費用増に
ついては、ご理解賜りたい。

鉄道運賃の相談には、輸送量等
諸事情勘案し弾力的に対応願い
たい。

③ダイア（設定曜日・時間帯、運行頻度等）

荷主

・定時定量輸送
・ダイヤ変更ＬＴの短縮（半年前→・・・）

毎日２２：４０名古屋南駅発翌日１４：３０着
（約１６時間土日除く）

・①の推進のためにも
ダイヤ変更ＬＴの短縮が必要

荷主

時間指定に間に合わない
九州地方へのダイアがトラックを意識した
時間設定になっていない。福タ着は２時間
前倒しにならないか。

着荷主との調整を準備中
出発時間の遅れ要因を調査準備中

荷主

輸送ルートによっては現状の工場出荷時
間では貨物ターミナルへの搬入時刻に間
に合わない

通常夕方に工場から出荷する製品を午前中
に出荷

荷役作業の効率化による貨物駅
搬入～出発時間の短縮

荷主

一般的には夜間・早朝発着が多く、トラック
輸送の発送も同様のため特には問題ない
が、ＳＣＭの流れの中で、生産即出荷から
昼出の翌日着等のニーズが増えてきてお
り、この場合トラック利用に頼らざるを得な
い。

解決方法なし。
荷受人の了解により手番を伸ばしてもらえる
かの努力はする。
鉄道の場合特に生産部材の場合は逆にバッ
ファを持って輸送し、駅でのフリータイムを利
用してＪＩＴを進める等の検討の可能性あり。

鉄道ダイヤに関してはＪＲ各社と
の調整によるゴールデン路線へ
の増発をさらに期待する。また、
遠距離になるほど接続がポイン
トになる。場合によっては接続駅
で丸一日待たされる場合もあり、
不合理である。船舶は各港利用
の荷主ニーズを再確認し、最適
な時間帯へのシフト、または増便
等の検討が期待される。

国策としての貨物鉄道推進を考
えるのであれば、ＪＲ各社とＪＲ
貨物のダイヤ調整の間にもっと
行政も入ってダイヤ改正を推進
して欲しい。船舶に関しては、造
船、廃船に関する規制手続きを
簡素化し、増便やルート設定が
よりやり易くなることが望まれ
る。

荷主

・東海道でのコンテナ輸送力増強
・全国主要都市へのﾘｰﾄﾞﾀｲﾑは宅配並でな
いと使えない

保線時間（4h）の短縮による夜間
輸送力増強ができないか

荷主

・トラック輸送と比べて、時間自由度少
・ダイヤを考慮した生産計画も必要

利用

早朝・夜間の貨物引渡しができない区間
がある。

既存鉄道ダイヤに合せた貨物に限定した
モーダルシフト
(コンテナ分の物量がまとまるか)

― ― ―

今後の課題、関係する他社への提案、提言など課　題 荷主企業/利用運送事業者の解決方策
（検討中のものでも可）

2



項　目 属　性 具体的な内容 利用運送事業者 JR貨物 行  政
③ダイア（設定曜日・時間帯、運行頻度等）
【つづき】

利用

一部線区では優等列車（注）の設定によ
り、他輸送モードとの競争・競合が可能で
あるが、一部は列車締切時間と発着拠点
での客先との集配作業での結節時間に課
題。

列車速度アップ
列車中継時間の短縮

④リードタイム（鉄道の所要時間、ターミナ
ルまで/からの所要時間、ターミナルでの
荷役時間） 荷主

・競合輸送手段（船＋トラック）と同等もしく
はそれ以下

輸送時間１．５日（貨車＋トラック）
ターミナル在庫１日＝合計２．５日
（海上輸送＝３日、但し港在庫なし）
オーダーから納入までＬＴ；３日

ＬＴ短縮
増便なれば在庫減

荷主

トラックと比較して輸送リードタイムが長くな
るルートが多い

納期に余裕のあるオーダ（製品）を選択して
鉄道で輸送

荷役作業の効率化による貨物駅
搬入～出発時間の短縮

荷主

鉄道はダイヤとも絡むが、主要路線を外れ
た場合の接続等によるリードタイム増が発
生するケースがあり使用できないことがあ
る。

解決方法なし。
荷受人の了解により手番を伸ばしてもらえる
かの努力はする。
鉄道の場合特に生産部材の場合は逆にバッ
ファを持って輸送し駅でのフリータイムを利用
してＪＩＴを進める等の検討の可能性（一部実
績）あり。

インフラと絡むが台車、トレー
ラー、シャーシの増強による輸送
力増強により配送頻度（回転数）
を上げ、集配手番を短縮する。

高速列車（機関車、貨車含め）の
投入、高速船の投入。逆に需給
を調整する為のバッファとしての
各施設でのフリータイムのフレキ
シブルな運用。

③とも連動する。基本的にはダ
イヤや接続でリードタイムが決
まるのと考えている。

荷主

出荷日翌日に納入が標準ﾊﾟﾀｰﾝであり、
JR利用の場合は一昔前の日程で考えなけ
ればならない。

納期面で余裕のある製品に限定される（主
要都市間で集配短距離）。

宅配のﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを基準にした輸
送商品の開発をして欲しい

荷主

・ＪＲ貨物、船舶輸送ともトラック輸送に比
べて
リードタイムが長い

・ＪＲ貨物ではターミナル利用時における前後
５日間のフリータイムを活用し、先出し出荷を
実施
・工場における出荷時間の見直しを実施

利用

区間によっては客先サービスレベルに合
わず。
(例：名古屋→福岡はトラックは翌朝着であ
るが、JRでは間に合わない)

金曜日の出荷のみJR使用 サービスレベルの緩和 ― ―

利用

一般的に貨物自動車のダイレクト輸送に比
べリードタイムが長い。

― ― ①ＪＲ貨物に対して発駅⇒着駅
の直行列車の設定を要請する。
②発駅のコンテナ受付締切時間
繰下げ等

利用

鉄道輸送・東京起点での所要時間モデル
大阪・・・７時間
札幌・・・１８時間
福岡・・・２２時間

「船舶より早く、航空機より安く」として、鉄道
輸送モードの特性を活かしながら顧客に案内
する

⑤インフラ（貨物駅、路線、橋梁、トンネ
ル等）

荷主

・輸送ＬＴ短縮＝トラック輸送距離の短縮
→工場近接発着駅の利用、開設

①発駅：浜松西駅→名古屋南駅
（専用列車化による＝８０ｋｍ→３６ｋｍ）
②着駅：盛岡駅→近接貨物駅の検討

貨物取扱い駅の増駅
その他インフラ問題への対策

荷主

32ｆｔや40ｆｔのコンテナを利用したいが、対
応していない貨物駅がある

大型コンテナが利用可能な貨物
駅の増加検討

設備投資についての支援、補
助

荷主

３１ｆコンテナの取り扱い駅が少ないため、
遠い駅からトラックで運ぶ等、不合理が発
生している。

31ftコンテナの取り扱い駅が５㌧
コンテナ取り扱い駅とイコールに
ならないか。

荷主企業/利用運送事業者の解決方策
（検討中のものでも可）

今後の課題、関係する他社への提案、提言など課　題
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項　目 属　性 具体的な内容 利用運送事業者 JR貨物 行  政
⑤インフラ（貨物駅、路線、橋梁、トンネ
ル等）【つづき】

荷主

鉄道については31FT級（理想は40ＦＴ級）
大型コンテナを扱える駅、路線が圧倒的に
少ない。欧米に比べはるかに劣っている。
中国ですら鉄道に力を入れてきている。

荷主企業としては解決できる問題ではない。
鉄道の場合、貨物の保証があれば大型コン
テナを扱えるよう駅の改修工事を行う旨の提
案等もあったが、リスクが大きく断った。

台車、トレーラー、シャーシの増
強

鉄道に関しては大型コンテナ取り
扱い路線・駅の増強（トンネル障
害、駅構内の拡張、荷役機器増
強、地盤整備）。船舶に関しては
内外貿一体型バースの拡充およ
びフィーダー網の充実。鶏卵の
議論になるが、通常の荷主は
サービスのあるところを利用す
る。

国策としてのこれら投資への補
助の充実。

荷主

・貨物駅が遠い（時間、コスト）
・31FTｺﾝﾃﾅが通過できない鉄道箇所があ
る（通過の認可が下りないこともある）

集荷、配達を荷主主導にできな
いか（トレーラでの集配）

31FT取扱駅の増設又は陸送区
間をﾚｰﾙ輸送と見なすｻｰﾋﾞｽを
新設できないか。

・31FTｺﾝﾃﾅ通過の認可を早くし
てもらいたい

荷主

無機原料：
ＪＲは、北陸ー東北間輸送において、一
旦、
川崎を中継基地にして集荷してから輸送し
ている

無機原料：
北陸ー東北間の輸送を川崎中継
無しの直送にし、リードタイム短
縮とコスト削減を図るべきであ
る

荷主

・荷扱い駅が少なく、輸送コスト高となる ・荷扱い駅の拡充を図って欲し
い

荷主

・ＪＲ貨物では重量品輸送時の課題(橋梁
強度、トンネル枠)あり

・ＪＥＭＡ重電物流業務検討委員会で情報を
収集した

・規制状況等の情報を前広に開示・規制状況等の情報を前広に開
示して頂きたい
・特に機関車、シャーシ、コンテナ
の耐用年数

利用

港湾での待ち時間が長い。 ― ― 待ち時間の短縮
荷受24時間体制

―

利用

貨物駅までの距離が遠い拠点がある。
(集配運賃・トータル輸送距離に影響)

― ― ― ―

利用

貨物駅の規模によっては、狭隘でコンテナ
の留置場所の確保や大型コンテナの積み
卸し作業の運用に支障をきたしているとこ
ろがある。

駅構内作業の安全を損なわないよう条件・制
限つきで運用を検討し一部実施している。

駅施設の改善、リニューアルの
促進

インフラ整備は、ＪＲ貨物独自で
は、困難な場合があるので、助
成検討願いたく。

⑥障害時の対応

荷主

・地震、風水害等による輸送中止対応 ターミナル在庫の設定（１日分）
対応マニュアル作成
→最寄駅からトラック輸送への切り替え

代替輸送手段の確保
（各ケース対応）

荷主

障害情報の迅速な通知、代替輸
送の確保

荷主

事故・天災時の対応が悪い。 途中駅でのピックアップ等対応策が必要。

荷主企業/利用運送事業者の解決方策
（検討中のものでも可）

今後の課題、関係する他社への提案、提言など課　題
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項　目 属　性 具体的な内容 利用運送事業者 JR貨物 行  政
⑥障害時の対応【つづき】

荷主

船舶については大きな問題はない。鉄道
は契約にも拠るのかもしれないが、途中障
害時の代替品出荷対応はすべて荷主負
担で行っている。

不慮の事故の場合止むを得ない。
物理的に動かないものを荷主が動かせるも
のではない。
トラックによる代替品の緊急出荷で対応せざ
るを得ない。

障害時連絡をタイムリーに確実
に荷主に伝える事。

障害時連絡をタイムリーに確実
に荷主に伝える事。途中駅荷役
または線路上荷役による障害時
代替輸送への切換え対応の検
討。物理的に可能なのか判りま
せんが・・・。

荷主

納期厳守品輸送時のﾄﾗﾌﾞﾙへのバックアッ
プ体制が必要

納期に１日の余裕の確保、代替品の緊急輸
送体制確保、緊急在庫保持のいずれかが必
要

緊急時の通報体制確立と途中で
の荷卸しができれば優位性アッ
プ

荷主

・不測時(天候、台風、事故)の対応と危機
管理におけるアクション体制の構築

・ＪＲ貨物、利用運送事業者を含めたバックアップ体制を構築した

利用

人身事故・災害に弱く、ダイヤが乱れやす
い。
たとえば上り線で乱れた場合、下り線も乱
れ、往復輸送時には上り下り両方の届け
先に影響がある。

― サービスレベルの緩和 バックアップ体制 ―

利用

地震・台風等天災地変、人身事故等その
他事故発生時～旅客優先で復旧作業が
進められるため、貨物の運転再開まで長
時間を要する。

急送品については、途中駅での取り卸し、ト
ラック代行輸送の実施。また荷主に代替品の
別送を依頼することもある。

鉄道上の事故発生時には、所定
のリードタイムから、ある程度の
遅延はご了承お願いしたい。

早期の運転再開を実現できる体
制整備、ＪＲ旅客各社との調整を
お願いしたい。　列車位置情報・
復旧見込みの正確な情報の提
供。

⑦輸送品質

荷主

・振動による部品損傷防止対策 部品容器、パレットの改善

荷主

精密機器の輸送について、現状では品質
面での検証ができていない為、鉄道輸送を
行っていない

免震コンテナの導入 設備投資についての支援、補
助

荷主

国際船舶輸送、現地での鉄道輸送等に対
応可能な梱包を施しているので特に問題な
し。
一部振動による化粧箱のこすれ等発生す
る事がある。

包装仕様には十分気を配っている。ストレッ
チ巻き、養生等で対応。

荷主

・巾広、長尺製品については、雨濡れ対策
等の品質課題有り

・ターミナルを含めて、品質を確保出来る雨
濡れ防止施策の検討

・同左

荷主

・トラック輸送並の物流品質の確保（ダン
ボール同士のコスレで印刷面のはく離が
発生する）

･コンテナ内の積付、固定方法を統一する
･積付事例集を作成する

･コスレ防止の積付事例を一緒
に検討した

・輸送中の振動レベルの実態調
査を一緒に実施した

利用

結露の発生｡(温度差の激しい季節に発生) 湿気防止材の使用
  (トライしたが効果出ず)

― 通風タイプの背高コンテナがない
ため、増設して頂く

―

今後の課題、関係する他社への提案、提言など課　題 荷主企業/利用運送事業者の解決方策
（検討中のものでも可）
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項　目 属　性 具体的な内容 利用運送事業者 JR貨物 行  政
⑦輸送品質【つづき】

利用

列車運行特有の衝撃の緩和（コンテナ相
互の連結器・積み替え荷役）

利用

貨物事故・・・輸送中荷崩れ破損・擦損、濡
損、結露、臭気、日程時間遅延。

コンテナ容器点検・清掃の励行
積み付け方法の工夫、緩衝材の使用、振動
防止資材の検討

事故防止対策の連携
貨車の構造の検討・見直し
コンテナの緊締装置の構造の見
直し

⑧輸送容器（コンテナ等）
荷主

・積載容量アップ 容積アップ：＋１０％
（高さ：＋９０ｍｍ＝油圧ユニット外付け）

海上コンテナとの共用
移載方法、機械の開発

レール＆シー輸送の推進

荷主

12ｆｔコンテナを利用した場合、標準パレット
（1.1×1.1）での積載効率が悪い

コンテナ輸送専用のパレットを作成 積載効率向上についての具体
策検討

荷主

荷主都合となってしまうが、トラックの低床
車は内寸高さ2600mm程度が確保できてお
り、貨物の段積み等効率が良いが、鉄道コ
ンテナは高さが足りないため効率が悪い。
船舶用コンテナやﾌｪﾘｰ・RORO船用箱ト
レーラーには問題はない。

鉄道に関し主要路線に背高コンテナを導入し
た。今後もギリギリの高さを検討して行きた
い。

インフラと絡むが輸送効率を考
えるとコンテナや、車輌の大型
化推進が望まれる。省エネ法の
荷主対応には「車輌の大型化」
が謳われているので、これに呼
応する機材の検討をＪＲや船主
と進めて欲しい。

インフラと絡むが、輸送機材の大
型化を推進して欲しい。特にＪＲ
は背高コンテナの輸送確認・許
認可に時間が掛かりすぎる（とい
われている）。この辺のＪＲ旅客、
行政との連携をより強化して頂き
たい。

大型化推進に関する各種規制
の緩和。許認可手番の短縮。

荷主

31FT、10TコンテナをJR所有として汎用化
して欲しい

容積品が多い業界であり、コンテナ活用メリッ
トを出すため業界ﾍﾞｰｽで31FTｺﾝﾃﾅを相互
利用を検討しているが、双方の荷量ﾊﾞﾗﾝｽが
合いにくい。

31FTｺﾝﾃﾅを5Tｺﾝﾃﾅ並に利用し
たい。

荷主

無機原料：
貨車用の専用タンクが老朽化しているが、
無機原料の様な低価格品の場合、費用対
効果から新規投資が出来ないのが現状。

乳製品・コーヒー原料・果汁：
外航船から内航船に積み替えて
日本の各港に輸送しているが、
内航船はｓｃｈｅｄｕｌｅの変更が多
いので外航船から鉄道に積み替
えたいが２０Ｆ、４０Ｆコンテナに
対応できる貨車が少ないので実
行できない。２０Ｆ、４０Ｆコンテナ
に対応できる貨車を増やしてほし
い。

荷主

・容器内に製品を固定するラッシング機材
が不足している(製品が固定できないため、
コスレ等の物流品質問題になる)

・ラッシング機材のついた容器を活用する
が、量が少ないため別の固定法に頼らざる
得ない

・所有している31ftコンテナでは
ウイングトラック並に一部導入さ
れており、各社の所有コンテナ
へも導入をして頂きたい

・12ftコンテナはほとんどラッシン
グリングもないので、製品が固定
支持できるラッシング機材を導入
して頂きたい

利用

積載貨物のサイズと合わない場合があ
る。

コンテナサイズに合った貨物の荷揃え 梱包形態の統一 貨物サイズに合ったコンテナサイ
ズ
(専用コンテナ)

―

利用

雇客の品目・ニーズに規格適合したコンテ
ナ容器、時季出荷波動に伴うコンテナ容器
の偏在による過不足、老朽不良コンテナ
容器の保守運用

各種私有コンテナを製作して対応
出荷量見込みの早期確認と空コンテナの回
送の要請

外装梱包の品質の保持 ＪＲ貨物でも大型コンテナの設備
検討をお願いしたい。
偏在コンテナの管理運用

⑨モーダルシフトの効果測定

荷主

・ＣＯ２排出量算定方法の統一
・積載率向上、速度変更等による削減効
果の算定

ＣＯ２排出量▲３５００トン／年
トラック・船は燃料法だが鉄道はﾄﾝｷﾛ法
精度に問題あり（トラック：ﾄﾝｷﾛ法＞燃料法
船：ﾄﾝｷﾛ法＜燃料法　鉄道：？）

燃料法による算出
改善効果の測定

ＣＯ２排出量削減からみた
鉄道貨物輸送施策

荷主企業/利用運送事業者の解決方策
（検討中のものでも可）

今後の課題、関係する他社への提案、提言など課　題
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項　目 属　性 具体的な内容 利用運送事業者 JR貨物 行  政
⑨モーダルシフトの効果測定【つづき】

荷主

従来トンキロ法では効果が計りきれない。
1/4、1/8の信頼性が疑われている。
また、温暖化とは離れるが、一方で一般的
に環境項目として管理しているＮＯｘ、ＰＭ
に関しての議論があまりなされていない。

改正省エネ法上は仕方ないが、弊社では船
舶や鉄道に利用する輸送機材（トレーラー、
コンテナ）をトラック換算して1/4、1/8から係
数を設定して独自計算している。元々弊社の
環境負荷取得範囲と改正省エネ法の取得範
囲は異なるので、ダブルスタンダードで計算
する事に抵抗は感じない。

より信頼性のあるデータの構築。
多面的な指標策定。例えば輸送
機材毎原単位など。

鉄道、船舶の従来トンキロ以外
の簡易係数の早急な策定・

荷主

・輸送距離短縮もﾃｰﾏとしてあるが、省ｴﾈ
法の原単位はﾄﾝｷﾛのため効果が表れな
い。
・長距離大型ﾄﾚｰﾗを5Tｺﾝﾃﾅにした場合、
CO2削減効果は小さい。

ハンド計算で何らかの計上方法を模索中 ﾄﾗｯｸからｺﾝﾃﾅへのｼﾌﾄは輸送単
位の小ﾛｯﾄ化という側面有り、ﾘｽ
ｸも多く、活用ﾒﾘｯﾄ(ｺｽﾄ)を大きく
だして貰いたい。

利用

地球環境保全の取組みに対し貢献しなけ
ればならないが、CO2削減に対し、コスト・
品質が悪くなると踏み切りにくい。

― ― 車両連結器・荷役機器等の改善 ―

⑩その他

荷主

運賃：船＜鉄道＜トラックのため
トラック輸送区間が長いルートでは
メリット大だが、船舶利用可能のケースは
コストメリット小、若しくはない。

⑩その他

荷主

モーダルシフト推進には、着荷
主の協力は不可欠。　省エネ推
進への協力を着荷主にも宣伝
してもらいたい。

⑩その他
（モーダルシフトの認知度）

荷主

モーダルシフトは会社の評価になっても、
必ずしも実質的な利益に繋がっていない。
（勿論、環境対応は利潤追求のためでなく
企業責任として進めているのだが、やはり
取り組みを認めてもらった上で、消費者の
理解を頂いて売上貢献ＵＰに繋げていきた
いという本音もあるが、実態はそうなってい
ない）

サステナビリティ報告書や環境展参加によ
り、輸送環境対応の取り組みを訴え、企業価
値を上げることで、消費者にももっとＰＲす
る。

利用運送事業者＝通常はトラッ
ク輸送も担う輸送事業者だと思
われるが、モーダルシフトに
フォーカスをあてた広報宣伝活
動をもっと積極的に行うことが期
待される。

最近、「環境に優しい」ＪＲ貨物の
ＴＶコマーシャルを『夜中』にみる
ことがあるが・・・。どこにでもマニ
アと呼ばれる人はいるので、鉄
道や船舶の業界でもっとイベント
的なことをやって、こういったマニ
アを中心にロビー活動をさせて
は・・・。

モーダルシフト認知度の更なる
向上。例えばモーダルシフト率
のような指標で、モーダルシフト
する事で国全体でどれだけのＣ
Ｏ2削減が出来ているのか、温
暖化防止に貢献が出来ている
のかをもっと判り易くＰＲするな
ど。またよく言われているエコポ
イント制度の導入などにより消
費者マインドを向上させる。

⑩その他

荷主

中間材ﾒｰｶｰはﾕｰｻﾞｰ（最終ﾒｰｶｰ）が輸送
条件を決定するため荷主として省ｴﾈ最大
効果を追求できない。

ｺｽﾄｱｯﾌﾟの救済策、買い手への
配慮等何らかの仕組みが必要
ではないか。

⑩その他

荷主

・重量物の為、積載制約有り（コンテナ、
ターミナルでの荷役設備等）
・特殊コンテナ化の場合、回収等の回転率
が課題

・特殊コンテナ化の場合、回収等
の回転率が課題

⑩その他

荷主

・物流品質面でのクレーム発生時の責任
区分
が不明確(輸送契約上ＪＲ貨物の場合、搬
入したトラック運転手が製品積付を実施し
ている。クレームが発生した場合の責任所
在が荷主なのか輸送事業者なのかわから
ない場合が発生する)

･運送保険等で対応

⑩その他

利用

集配車両が通行する一般道路における高
さの安全面

― ― ― 集配車両が通行する道路の高
さ制限の緩和・安心して走行で
きる一般道路環境整備

荷主企業/利用運送事業者の解決方策
（検討中のものでも可）

今後の課題、関係する他社への提案、提言など課　題
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項　目 属　性 具体的な内容 利用運送事業者 船会社 行  政
①輸送枠の確保

荷主

船舶（ﾌｪﾘｰ・RORO）は比較的問題ない。
枠どりとその消化がコストにも影響する。

前倒し可能なもので枠を埋められるもの
は埋める。それでも消席率が悪い場合
は止むを得ず枠を手放す。（諦めること
で他社に有効活用されれば世の中的に
は貢献したことになる？）

船舶に関しては現在特に問題を感
じていないが、同様に船腹の消席
率のフィードバック。

利用

物量変動に応じた輸送枠確保ができない ― 物量情報の前広な提供 物量変動に応じた輸送枠の確保を
依頼

―

②コスト

荷主

輸送枠とも絡むが、どこまで保証できるか
でコストが決まる。また、買手市場から売
手市場に移行するとコストが上がる等、
止むを得ないが、使う方としては困惑す
る。船舶も原油価格値上げによりコストが
上がっているが、トラックががんばって（し
まって）いる分、割高感が出てきている。

利用後の値上げに関しては、許容範囲
なら諦め了解するが、範囲を超える場合
は利用を止める。

輸送枠が最大限活用できればコ
ストには効いてくる筈なのでその
点の努力の可能性はないのか
の引き続き検討。

需給（市場原理）により、運賃が上
下するのはある程度止むを得ない
が、先行者利益はある程度確保し
たい。空き枠の利用に関しては、正
規利用している顧客との運賃格差
が出るのは不公平だとは思うが、
原価割れさえしていなければ空で
運ぶよりはメリットあり、という料金
設定にて運用が出来るような仕組
み作りが出来れば良いのでは。

コスト削減に寄与するような行政
支援、規制緩和。鉄道利用や船舶
利用に関し、実証実験レベルでは
なく、構造的に補助が出るような
仕組み作り。また、例えばよく言わ
れている、RORO船用シャーシに
課せられている一般車輌並みの
各種規制の見直し等の規制緩
和。

荷主

・トラック輸送時に比べて、前後のトラック
輸送料金が加わるために高くなる

・フェリー、利用運送事業者からの詳細
情報を頂き検討した

・フェリーコストとトラック輸送コス
トを別けて提示して頂いた

･フェリーの輸送コストを
　前広に把握すること

利用

トラック輸送の運賃に対し、高くなるケー
スがある。

― ― トラック並みの運賃設定 ―

利用

港を経由する為、港より遠い地区への、
あるいは遠い地区からのコストが最短距
離を行くトラックなどに比べ、高くなってし
まう。

顧客ニーズを反映した、寄港地の検討
をおこなう。

③ダイア（設定曜日・時間帯、運行頻度等）

荷主

一般的には夜間・早朝発着が多く、トラッ
ク輸送の発送も同様のため特には問題な
いが、ＳＣＭの流れの中で、生産即出荷
から昼出の翌日着等のニーズが増えてき
ており、この場合トラック利用に頼らざる
を得ない。

解決方法なし。荷受人の了解により手
番を伸ばしてもらえるかの努力はする。

船舶は各港利用の荷主ニーズを再
確認し、最適な時間帯へのシフト、
または増便等の検討が期待され
る。

船舶に関しては、造船、廃船に関
する規制手続きを簡素化し、増便
やルート設定がよりやり易くなるこ
とが望まれる。

荷主

無機原料：
満船にならない場合、コストＵPされてい
る。

無機原料：
客先と運航頻度を減らし、満船になるよ
うに交渉している。

課　題

表　船舶へのモーダルシフト推進にあたっての課題と実現のための具体策

荷主企業/利用運送事業者の解決方策
（検討中のものでも可）

関係する他社への提案、提言など

資料6-3
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項　目 属　性 具体的な内容 利用運送事業者 船会社 行  政
④リードタイム（鉄道/船舶の所要時間、
ターミナルまで/からの所要時間、ターミ
ナルでの荷役時間）

荷主

船舶は500km程度の中距離輸送の場
合、トラックに敵わない。

解決方法なし。荷受人の了解により手
番を伸ばしてもらえるかの努力はする。

インフラと絡むが台車、トレー
ラー、シャーシの増強による輸送
力増強により配送頻度（回転数）
を上げ、集配手番を短縮する。

高速船の投入。逆に需給を調整す
る為のバッファとしての各施設での
フリータイムのフレキシブルな運
用。

基本的にはダイヤや接続でリード
タイムが決まるのと考えている。

荷主

コーヒー原料：
トラック輸送の場合、横浜ー博多間
でも積み出し日の翌日には着荷し
ている。鉄道でも同等のリードタイ
ムが実現できればモーダルルシフ
ト可能。

緊急時及び客先から引き取り拒否
された時に幹線輸送が発生する
が、
トラック直送レベルのリードタイムで
あれば、幹線輸送を鉄道にモーダ
ルシフト可能

釜山ー日本各港の船輸送におい
て
、通関時間は平均で１．５日。
平均１日になれば、更に、釜山ー
日本各港への輸送を増加できる。

荷主

・トラック輸送に比べてリードタイムが長い

利用

港を経由する為、港から遠距離となる場
合、トラックなどの直行便に比べ、リードタ
イムが掛かる。

本船の運航スピードのアップと、寄港
地、入出港時間の検討。

計画出荷、納入時間帯の設定。

⑤インフラ（貨物駅、路線、橋梁、トンネ
ル、港湾等）

荷主

船舶については港湾施設によって内貿・
外貿バースが分かれている等フィーダー
利用＋輸出において接続が悪い場合が
ある。

荷主企業として解決できる問題ではな
い。

台車、トレーラー、シャーシの増
強

船舶に関しては内外貿一体型バー
スの拡充およびフィーダー網の充
実。鶏卵の議論になるが、通常の
荷主はサービスのあるところを利用
する。

国策としてのこれら投資への補助
の充実。

荷主

釜山ー日本各港の内航船輸送に
おいて、港によっては、釜山との運
航回数の少ない港があり、新規に
開始できないので、その様な港は
釜山との運航回数を増やしてほし
い。

利用

港湾での待ち時間が長い。 ― ― 待ち時間の短縮
荷受24時間体制

―

利用

本船荷役に関する、背後地のヤードス
ペースが全体に不足している。
また、ヤード、上屋などの関連施設のコス
トも負担となっている。

新規スペースの開拓。その他、料
金の見直し。

⑥障害時の対応

利用

本船利用の為、台風あるいは大型の低気
圧などの際は運航に影響が出てしまう。

本船動向の早期把握による、タイムリー
な情報提供をおこなう。

荷主企業/利用運送事業者の解決方策
（検討中のものでも可）

関係する他社への提案、提言など課　題
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項　目 属　性 具体的な内容 利用運送事業者 船会社 行  政
⑦輸送品質

荷主

国際船舶輸送、現地での鉄道輸送等に
対応可能な梱包を施しているので特に問
題なし。一部振動による化粧箱のこすれ
等発生する事がある。

包装仕様には十分気を配っている。スト
レッチ巻き、養生等で対応。

荷主

・トラック輸送並の物流品質の確保（ダン
ボール同士のコスレで印刷面のはく離が
発生する）

･コンテナ内の積付、固定方法を統一す
る
･積付事例集を作成する

･コスレ防止の積付事例を一緒に
検討した

・輸送中の振動レベルの実態調査
を一緒に実施した

利用

結露の発生｡(温度差の激しい季節に発
生)

湿気防止材の使用
  (トライしたが効果出ず)

― 通風タイプの背高コンテナがないた
め、増設して頂く

―

⑧輸送容器（コンテナ等）

荷主

船舶用コンテナやﾌｪﾘｰ・RORO船用箱ト
レーラーには問題はない。

インフラと絡むが輸送効率を考え
るとコンテナや、車輌の大型化推
進が望まれる。省エネ法の荷主
対応には「車輌の大型化」が謳
われているので、これに呼応す
る機材の検討を船主と進めて欲
しい。

インフラと絡むが、輸送機材の大型
化を推進して欲しい。

大型化推進に関する各種規制の
緩和。許認可手番の短縮。

利用

積載貨物のサイズと合わない場合があ
る。

コンテナサイズに合った貨物の荷揃え 梱包形態の統一 貨物サイズに合ったコンテナサイズ
(専用コンテナ)

―

（航送用トレーラ台車の設備関係）

利用

船に付随する輸送容器である、航送用ト
レーラの価格が高く必要台数を投入でき
ない。また、トレーラに関わる車検がトラッ
クと同様年１回で負担となっている。

新規設備への費用補助。また、車
検制度の見直し(期間)。

⑨モーダルシフトの効果測定

荷主

従来トンキロ法では効果が計りきれな
い。1/4、1/8の信頼性が疑われている。
また、温暖化とは離れるが、一方で一般
的に環境項目として管理しているＮＯｘ、Ｐ
Ｍに関しての議論があまりなされていな
い。

改正省エネ法上は仕方ないが、弊社で
は船舶に利用する輸送機材（トレー
ラー、コンテナ）をトラック換算して1/4か
ら係数を設定して独自計算している。
元々弊社の環境負荷取得範囲と改正省
エネ法の取得範囲は異なるので、ダブ
ルスタンダードで計算する事に抵抗は感
じない。

より信頼性のあるデータの構築。多
面的な指標策定。例えば輸送機材
毎原単位など。

船舶の従来トンキロ以外の簡易
係数の早急な策定・

利用

地球環境保全の取組みに対し貢献しなけ
ればならないが、CO2削減に対し、コスト・
品質が悪くなると踏み切りにくい。

― ― 車両連結器・荷役機器等の改善 ―

利用

輸送オーダーごとのモーダルシフト効果
を数値化したい、数値化したものを提示し
てもらいたいとの顧客からの要請がある

現在、請求書にCO2排出量を印字でき
る機能がある。船輸送とトラック輸送と
の比較ができるようになっている。

荷主企業/利用運送事業者の解決方策
（検討中のものでも可）

関係する他社への提案、提言など課　題
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項　目 属　性 具体的な内容 利用運送事業者 船会社 行  政
⑩その他　モーダルシフトの認知度

荷主

モーダルシフトは会社の評価になっても、
必ずしも実質的な利益に繋がっていな
い。（勿論、環境対応は利潤追求のため
でなく企業責任として進めているのだが、
やはり取り組みを認めてもらった上で、消
費者の理解を頂いて売上貢献ＵＰに繋げ
ていきたいという本音もあるが、実態はそ
うなっていない）

サステナビリティ報告書や環境展参加に
より、輸送環境対応の取り組みを訴え、
企業価値を上げることで、消費者にも
もっとＰＲする。

利用運送事業者＝通常はトラッ
ク輸送も担う輸送事業者だと思
われるが、モーダルシフトに
フォーカスをあてた広報宣伝活
動をもっと積極的に行うことが期
待される。

最近、「環境に優しい」ＪＲ貨物のＴ
Ｖコマーシャルを『夜中』にみること
があるが・・・。どこにでもマニアと呼
ばれる人はいるので、鉄道や船舶
の業界でもっとイベント的なことを
やって、こういったマニアを中心に
ロビー活動をさせては・・・。

モーダルシフト認知度の更なる向
上。例えばモーダルシフト率のよう
な指標で、モーダルシフトする事で
国全体でどれだけのＣＯ2削減が
出来ているのか、温暖化防止に貢
献が出来ているのかをもっと判り
易くＰＲするなど。またよく言われ
ているエコポイント制度の導入な
どにより消費者マインドを向上さ
せる。

⑩その他

荷主

無機原料：
２００８年３月までに廃止が予定さ
れている危険品の貨車輸送の廃止
を
延期してほしい。

釜山経由で輸入した場合、原産国
が特恵国であっても、特恵国待遇
の関税が適用されない。釜山経由
であっても、特恵国待遇関税が適
用されれば、更に、釜山経由日本
各港への内航船モーダルシフトを
増やすことができる。

⑩その他

利用

集配車両が通行する一般道路における
高さの安全面

― ― ― 集配車両が通行する道路の高さ
制限の緩和・安心して走行できる
一般道路環境整備

⑩その他（燃油費の高騰）

利用

内航船の主燃料である「重油価格」の高
騰により、燃料油価格変動調整金を設定
しているが近年、高値が続き、他モードと
のコストメリットが発揮できない。

本船の出港時間の変更など、消費量を
抑えた低燃費運航に努める。

原油価格安定に関する行政から
の働きかけ。また、ボンドバンカー
(免税重油)の比率拡大。内航船会
社への減税など負担軽減策の実
施。

⑩その他（各種規制）

利用

港湾に関する各種規制(夜間荷役、危険
物・廃棄物の扱い)があり、陸路を利用す
るものが海上輸送で取り扱えないものが
ある。

規制、手続きの緩和措置の実施。

⑩その他（船舶輸送への理解度）

利用

モーダルシフトの受け皿として、海上輸送
をさらにアピールする必要がある。

キャンペーンなどで本船見学会を開き、
船の利点について顧客への周知をおこ
なう。

船舶輸送のメリットを強調した対
外的なアピールを主導的に実施し
てもらいたい。

課　題 荷主企業/利用運送事業者の解決方策
（検討中のものでも可）

関係する他社への提案、提言など
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JR貨物の最近の動き 
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出典）JR貨物による輸送品質改善アクションプラン 平成19年７月12日 JR貨物 
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出典）JR貨物による輸送品質改善アクションプラン 平成19年７月12日 JR貨物 
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出典）平成19年３月時刻改正 新しい輸送サービスのご案内 平成18年12月22日 日本貨物鉄道㈱ 
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２．「コスト」に係わる事項 

 

JR貨物の情報なし 

 

参考 輸送コストの比較 
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000
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輸送距離（km）

1トン当たり運賃（円）

トラック 鉄道12ftコンテナ

海上コンテナ フェリー

RORO船 1000DWT専用船1000トン積載

1000DWT専用船500トン積載
 

図註：「港湾投資の評価に関するガイドライン1999（平成11年4月）」（港湾投資の社会経済に関する調査委員会 編）、 

「2000年貨物運賃と各種料金表」（交通日本社）から抜粋して作成 

出典）ロジスティクス源流管理マニュアル（Ver.2） 

～モーダルシフト推進チェックシート・資料集～ 2006年３月15日 

（社）日本ロジスティクスシステム協会 ロジスティクス環境会議 源流管理による環境改善委員会 p.40 図表１－６ 

図 輸送距離とコストのイメージ（両端トラック輸送距離10km未満の場合） 

 

 

３．「ダイア」に係わる事項 

 

 JR貨物の情報なし 
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４．「リードタイム」に係わる事項 

 

 
出典）JR貨物による輸送品質改善アクションプラン 平成19年７月12日 JR貨物 
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出典）平成19年３月時刻改正 新しい輸送サービスのご案内 平成18年12月22日 日本貨物鉄道㈱ 

参考 輸送日数 

 

表 輸送距離と時間のイメージ（両端トラック輸送距離10km未満の場合） 

平均走
行時間

必要休
憩時間

合計
平均走
行時間

必要休
憩時間

合計
平均
80km/h

平均
130km/h

フェリー
(22ﾉｯﾄ)

一般貨物
(10ﾉｯﾄ)

300 7.5 0.5 8.0 3.8 0.0 3.8 3.8 2.3 7.4 16.2
400 10.0 1.0 11.0 5.0 0.5 5.5 5.0 3.1 9.8 21.6
500 12.5 1.5 14.0 6.3 0.5 6.8 6.3 3.8 12.3 27.0
750 9.4 1.0 10.4 9.4 5.8 18.4 40.5

1,000 12.5 1.5 14.0 12.5 7.7 24.6 54.1
1,250 15.6 9.6 30.7 67.6

鉄道 船舶輸送
距離
（km）

陸上（平均40km/h） 陸上（平均80km/h）

 
・トラック輸送において輸送時間が１６時間を超える場合は、労務管理の観点から現実的ではないと判断して割愛して

います 
・フェリーにはRORO船も含み、一般貨物には油送船やセメント船なども含みます 
 

出典）ロジスティクス源流管理マニュアル（Ver.2） 

～モーダルシフト推進チェックシート・資料集～ 2006年３月15日 

（社）日本ロジスティクスシステム協会 ロジスティクス環境会議 源流管理による環境改善委員会 p.39 図表１－５ 

 

参考 時刻指定見直しの可能性 

50.3%

17.0%

19.4%

15.8%

6.7%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

納品時刻指定見直し

調達時刻指定見直し

検討中

取組予定なし

わからない

その他
N=165

 

      図 環境対策としての見直し内容 
 

出典）平成18年度 通運事業者のための戦略的マーケティングに関する調査報告書 平成19年３月 

（社）全国通運連盟 p.37 
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５．「インフラ」に係わる事項 

 

 

 

出典）JR貨物による輸送品質改善アクションプラン 平成19年７月12日 JR貨物 
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出典）平成19年３月時刻改正 新しい輸送サービスのご案内 平成18年12月22日 日本貨物鉄道㈱ 

 

◆荷役方法の改善 
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出典）JR貨物ホームページ（2007年7月27日） http://www.jrfreight.co.jp/eigyou/service/image/e0603p03.jpg 
６．「障害時の対応」に係わる事項 
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出典）JR貨物による輸送品質改善アクションプラン 平成19年７月12日 JR貨物 
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出典）JR貨物による輸送品質改善アクションプラン 平成19年７月12日 JR貨物 
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出典）JR貨物による輸送品質改善アクションプラン 平成19年７月12日 JR貨物 

 

 

 
出典）平成19年３月時刻改正 新しい輸送サービスのご案内 平成18年12月22日 日本貨物鉄道㈱ 
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参考 輸送機関別重大事故発生率 

 

表● 輸送機関別の事故率 

運搬方法 輸送量 
（万㌧／年）

（A） 
輸送量× 

走 行 距 離 
（億トンキロ／年

（B） 
重大事故 
発生件数 
(件／年) 

年間事故発生率  
（ｃ）=（B）/（A） 
件数/億 
ｷﾛﾄﾝ 

（D） 
輸送時の 
事故発生率 
(件/10年間) 

トラック 
営業用危険物運搬車両 約16,000 約135 約40 0.2963 0.2×10-1 

船舶 
（内航船積卸量） 

112,500 2,347 7.2 0.0031 0.2×10-3 
鉄道 

（JR ｺﾝﾃﾅ貨物） 2,123 240 0.3 0.0013 0.8×10-4 
原出典）「北九州市PCB処理安全性検討委員会」報告書 
表註：重大事故の定義 

（トラック）・ 転覆、転落、火災、鉄道車両との衝突・接触、死者・重傷者を伴ったもの 
・当該自動車・積載貨物・家屋等に200万円超の損害を与えたもの 
・故障により運転ができなくなったもの 

（船  舶） ・全損事故（運行不能事故） 
（鉄  道） ・脱線転覆事故 

出典）ロジスティクス源流管理マニュアル（Ver.2） 

～モーダルシフト推進チェックシート・資料集～ 2006年３月15日 

（社）日本ロジスティクスシステム協会 ロジスティクス環境会議 源流管理による環境改善委員会 p.55 図表１－20 
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７．「輸送品質」に係わる事項 

 

 

 

出典）JR貨物による輸送品質改善アクションプラン 平成19年７月12日 JR貨物 
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出典）JR貨物による輸送品質改善アクションプラン 平成19年７月12日 JR貨物 

 

 

参考 輸送モードによる振動の大きさの違い（その１） 

 
表 輸送中に発生する加速度の目安 

輸送機関 輸送中の振動 荷役等による衝撃 

トラック輸送 
上下方向の加速度が最も大きく、2G
を超える場合あり 

荷役回数 2 回（積み込みと取り降ろし時）であ
り、衝撃負荷は小さい 

鉄道輸送 
レールの継ぎ目で定期的な振動発
生、加速度は最大で 1.5G 程度 

コンテナなどを利用する場合は、荷役回数が
増加し、衝撃負荷が大きくなる 

船舶輸送 
ローリングやピッチングにより大きく揺
れるが加速度は最も小さい 

コンテナなどを利用する場合は、荷役回数が
増加し、衝撃負荷が大きくなる 

航空輸送 
エアポケットなどで 1G を超えることが
あるが、通常は最大0.5G 程度 

空港での荷役機器は振動吸収性が低く、大き
な衝撃が発生しやすい（30～40G程度が計測
される可能性あり） 

 
出典）ロジスティクス源流管理マニュアル（Ver.2） 

～モーダルシフト推進チェックシート・資料集～ 2006年３月15日 

（社）日本ロジスティクスシステム協会 ロジスティクス環境会議 源流管理による環境改善委員会 p.55 図表１－21 
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参考 輸送モードによる振動の大きさの違い（その２） 

 

 

 

 

 

８．「輸送容器」に係わる事項 

 

 

 

出典）JR貨物による輸送品質改善アクションプラン 平成19年７月12日 JR貨物 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）鉄道コンテナのおける荷ずれ（荷崩）防止機器等の研究・開発報告書 平成16年３月 （社）全国通運連盟 p.２

図 鉄道とトラックの発生周波数の比較（上下方向） 
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９．「モーダルシフトの効果測定」に係わる事項 

 

 JR貨物の情報なし 

 

◆二酸化炭素排出量の違い 
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図 トラックと鉄道の二酸化炭素排出量の違い 

 

 

10．「その他」に係わる事項 

 

 
 

 
出典）JR貨物による輸送品質改善アクションプラン 平成19年７月12日 JR貨物 



モーダルシフトの論点 

2007.8.3 

JILS/北條 英 

 
トラックから鉄道、船舶にモーダルシフトすることの目的は、二酸化炭素排出量を低減す

ること。 
これが大前提。 

 
 どれだけ減るのか？ 
 何をすれば更に減るのか？ 
  これら２点については、今のところ、正確な情報がない。 
   では、これら２つの回答が出るまで、モーダルシフトはしないのか？ 
 
「トラックから鉄道、船舶にモーダルシフトすれば、二酸化炭素排出量が減る」との前提

のもとに、以降の議論を進める。 
 
コストがトラックと同程度もしくはそれ以下でなければ、（いくら二酸化炭素排出量の低減

に効果があったとしても、）モーダルシフトをしないのか？ 
 これは、個々の企業の政策的な問題と考えられる（しかしながら、いくらの投資でいくら

の削減量と言ったトレードオフに係わる基礎データはあるべき）。 
ここでは、簡単のため、コストがトラック（場合によっては船舶）と同程度もしくはそれ

以下になること（コスト的に不利になるようなモーダルシフトはしないこと）を前提に、以

降の議論を進める。 
〈ここで留意しておくべき事項〉 

・道路のメンテナンスコスト vs 線路のメンテナンスコスト ☞下記⑤ 
 
①JILS の会員構成の特徴（≠業界団体）を活かして、業種横断的もしくは企業横断的に取り

組むことが望ましいテーマを選択すべきではないか。 

 ・例えば、輸送需要と輸送枠の差を調整するための民民（荷主/荷主、荷主/利用運送事業

者、荷主/JR 貨物、利用運送事業者/JR 貨物間など）間のしくみづくりなど。 

②個別具体的な技術的なテーマ（例えば、包装技術）は避けるべきではないか。 

③最近 JR 貨物が発表した「アクションプラン」について、 

 ・同じ“土俵”で議論可能なテーマを選択すべきではないか。 

 ・荷主/利用運送事業者が重視しているにも係わらず、「アクションプラン」で漏れている

テーマがあれば、“土俵”に上げるような方策について議論すべきではないか。 
④本ペーパーの冒頭で述べた、モーダルシフトの動機そのものを揺るがしかねないような問

題を選択すべきではないか。 
⑤以上のような検討を通して、行政府に対する提言は自ずから出てくると思われる。 
 

以 上 

資料８ 

2007.8.3 
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